
そんなお悩みやご要望にお応えします！

コンサルタントが会社に

お伺いし、労働時間や

休暇制度について診断。

アドバイスや改善に向けた

具体的な提案や資料の

提供を行います。

コンサルティング

労働時間や休暇制度に

関する説明会などに、

コンサルタントを

講師として派遣します。

講師派遣

成果を上げている事例など

を教材として、仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・

バランス）の実現に関する

研修会を開催します。

ワークショップ

働き方・休み方
改善コンサルタント

に相談してみませんか？

長時間労働を

改善したい

休暇制度を

充実させたい

労働時間や

休日・休暇に

ついて

相談したい

フレックス

を導入

してみたい

改善に使える

補助や助成を

知りたい

働き方や休み方の見直しに取り組む企業を支援します

「働き方・休み方改善コンサルタント」のご利用は、全て無料です。

また、ご相談の秘密は固くお守りします。

「働き方・休み方改善コンサルタント」は、社会保険労務士の資格を持つ者等、

労働関係法令・制度に専門的な知識を持つ人物の中から、都道府県労働局長

が任用した非常勤の国家公務員です。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現のため、働き方や

休み方の見直しに取り組む企業を支援します。規模・業種は問いません。

お問い合わせは裏面へ



まずは相談から

働き方の「仕組みづくり」まで支援します。

～働き方・休み方改善コンサルタントのご案内～

熊本労働局 雇用環境・均等室
働き方・休み方改善コンサルタントの主な支援内容

１．個別相談（労働時間、年休、就業規則など）

２．労働時間や休暇制度に関する説明会への講師派遣

３．研修会（ワークショップ）の開催

無料
秘密厳守

問い合わせ先
〒８６０－８５１４
熊本市西区春日２－１０－１ Ａ棟９階
熊本労働局 雇用環境・均等室 働き方・休み方改善コンサルタント

電 話：０９６－３５２－３８６５
Ｅメール：43kokin＠mhlw.go.jp

〈個人情報の取扱い〉本チラシのQRコードから取得する情報は、働き方・休み方改善コンサルタントの
申込受付・連絡の目的にのみ使用し、事業所の許可なく第三者へ提供しません。

スマホで簡単

申込フォームはこちら
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